
令和８年　２月　18日発行

●秋田市新屋船場町にある「三角沼公園」につきましては、令和７年１２月より「三角沼河川敷地」として
国（茨島出張所）で管理しております。改めてご利用の際の注意事項についてお知らせいたします。

●ご意見・お問い合わせ先●

国土交通省 東北地方整備局

秋田河川国道事務所

茨島出張所
〒010-0065 秋田市茨島5丁目6－28

電話 018-862-4362
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処置前 処置後

茨島出張所では、雄物川下流部（河口～から約３２ｋｍ）・旧雄物川（雄物川分岐点から３００m）を管理しています

ご利用についての問合せは下記までお願いします。

秋田河川国道事務所 茨島出張所 ☎０１８－８６２－４３６２

河川管理課 ☎０１８－８６４－２２９０

１ 河川敷地を利用される場合は他の利用者の迷惑にならないよう配慮をお願いいたします。

２ 犬の散歩について

犬のフンはお持ち帰りください。リードを長くしたり、はずす行為は条例によって禁じられています。

３ グラウンドゴルフについて

他の利用者の迷惑にならないようご利用ください。グラウンドゴルフで用いるホールポスト等、設置

のためのマーク（位置出し）等の道具（杭やピン等）は、その都度片付けてください。

また、利用時にホールポスト等を広範囲にわたり設置することはご遠慮ください。

４ ゴルフについて

ゴルフの練習は禁止です。特にゴルフボールを使用しての練習は危険行為であり軽犯罪法に抵触

します。

５ 釣りについて

許可なく、桟橋やベンチ等の工作物の設置は、法律にて禁止されています。

葦や木々の伐採等については、河川管理者の許可が必要な場合があります。

６ ドローンについて

三角沼河川敷地は、多くの方々が利用するため、趣味・練習等のためのドローンの飛行は禁止です。

７ 火気の使用について

敷地内では、火気を使用する行為は禁止です。

８ 駐車について

駐車場以外への駐車及び敷地内への車両の進入はできません。

※冬期は進入路が車両通行禁止になることがあります。

みなさまが気持ちよくご利用できるよう、ご理解とご協力をお願いいたします

茨島出張所ホームページＱＲコード


